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第２条に次の２号を加える。

 化学物質管理者 労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。）

第12条の５第１項に規定する化学物質管理者をいう。

 保護具着用管理責任者 省令第12条の６第１項に規定する保護具着用管理責任者をいう。

第15条の次に次の２条を加える。

（化学物質管理者）

第15条の２ 法第57条の３第１項の危険性又は有害性等の調査（主として一般消費者の生活の

用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。）をしなければな

らない労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318号。以下「政令」という。）第18条各号に

掲げる物及び法第57条の２第１項に規定する通知対象物を取り扱う課等に化学物質管理者を
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置き，課等の長が選任する。

２ 化学物質管理者は，省令第12条の５第１項各号に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項

を管理する。

３ 課等の長は，化学物質管理者を選任したときは，当該化学物質管理者等の氏名を課等の見

やすい箇所に掲示する等により職員に周知させなければならない。

（保護具着用管理責任者）

第15条の３ リスクアセスメントの結果に基づく措置として，職員に保護具を使用させるとき

は，課等に保護具着用管理責任者を置き，課等の長が選任する。

２ 保護具着用管理責任者は，省令第12条の６第１項各号に掲げる事項を管理する。

３ 課等の長は，保護具着用管理責任者を選任したときは，当該保護具着用管理責任者の氏名

を課等の見やすい箇所に掲示する等により職員に周知させなければならない。

第16条第１項中「又は作業主任者」を「，作業主任者，化学物質管理者又は保護具着用管理

責任者」に改める。

第23条第１項中「労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318号）」を「政令」に改め，同

条第２項中「労働安全衛生法施行令」を「政令」に改める。

別記第１号様式中

「
免許取得年月日

６ 作業主任者 を
年 月 日

」

「
免許取得年月日

６ 作業主任者
年 月 日

７ 化学物質管理者 に改

８ 保護具着用管理

責任者
」

める。

「 「
Ｇ Ｏ Ｔ Ａ Ｓ Ｔ

別記第３号様式中 を に，
Ｇ Ｐ Ｔ Ａ Ｌ Ｔ

」 」

「 「
γ―ＧＴＰ を γ ― Ｇ Ｔ に，

」 」

「
「 血糖（空腹時）

血糖（空腹時） を に改める。
」 ＨｂＡ１ｃ

」

「 「

別記第10号様式その１中 出 勤 見 込 を 出勤（見込）日 に改め，同様式

」 」

「 「

その２中 出 勤 見 込 日 を 出勤（見込）日 に，

」 」

「

出 張 の 可 否

超過勤務の可否

勤 務 上 の

注 意 事 項

そ の 他 の

注 意 事 項
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」

を

「
□可（制限なし）

出 張 の 可 否 □可（管内のみ）（制限を要する期間： か月）

□不可（制限を要する期間： か月）

□可（制限なし）

超過勤務の可否 □可（月 時間まで）（制限を要する期間： か月）
勤務上の注意

□不可（制限を要する期間： か月）
事項（制限を

深夜勤務の可否
要する期間は

（深夜勤務があ □可
最長６か月）

る場合記入する □不可（制限を要する期間： か月）

こと。）

そ の 他 の

注 意 事 項

」

に改める。

附 則

１ この訓令は，令和７年４月１日から施行する。

２ この訓令の施行の際現に改正前の鹿児島県職員安全衛生管理規程に規定する様式により作

成されている用紙は，当分の間，必要な調整をして使用することができる。


